
「目で見るアスベスト建材」を以下のとおり修正いたしました。（平成 18 年 11 月 30 日修正） 

 

Ⅰ．４，５ページに記載の表中の項目を次のとおり修正いたしました。 

＜旧＞                   ＜新＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①＜旧＞「飛散性アスベスト」  → ＜新＞「廃石綿等」 

②＜旧＞「非飛散性アスベスト」 → ＜新＞「石綿含有産業廃棄物」 

 

Ⅱ．38，39 ページに記載の「届出」、「作業中」、「事後処理」の記述を次のとおり修正いたしました。 

＜旧＞                   ＜新＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①＜旧＞「保温材、耐火被覆板、断熱材（レベル２）及び上記吹付け石綿の除去作業【石綿則

第５条】」 

↓ 

＜新＞「保温材、耐火被覆板、断熱材（レベル２）の除去作業及び上記以外の吹付け石綿の

除去作業、封じ込め／囲い込み作業【石綿則第５条】」 

① 
①

② ② 

① ① 

② ② 

③③ 

④ ④ 



②＜旧＞「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材（レベル１・２）【大気

汚染防止法第 18 条】」 

↓ 

＜新＞「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材（レベル１・２）の除去

作業、封じ込め／囲い込み作業【大気汚染防止法第 18 条】」 

③＜旧＞「・呼吸用保護具・作業衣の使用【石綿則第 14 条】」 

↓ 

＜新＞「・呼吸用保護具・保護衣・作業衣の使用【石綿則第 14 条】」 

④＜旧＞「３０年間保存【石綿則第 35 条】」 

↓ 

＜新＞「４０年間保存【石綿則第 35 条】」 

 

Ⅲ．40 ページに記載の「レベル１（石綿含有吹付け材）」について次のとおり修正いたしました。 

＜旧＞         ＜新＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①＜旧＞「耐火建築物又は準耐火建築物」 

↓ 

＜新＞「耐火建築物又は準耐火建築物の除去作業」 

②＜旧＞「その他」 → ＜新＞「その他の除去作業」 

③「封じ込め」及び「囲い込み」の項目を追加いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①

②

③ ③

① 

② 



Ⅳ．41 ページに記載のフローの一段目、四段目について次のとおり修正いたしました。 

＜旧＞         ＜新＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①＜旧＞「飛散性アスベスト」  → ＜新＞「廃石綿等」 

②＜旧＞「非飛散性アスベスト」 → ＜新＞「石綿含有産業廃棄物」 

③＜旧＞「中間処理（溶融）」 → ＜新＞「中間処理（溶融又は無害化）」 

 

 

①② ②

③ ③

① 


